
令和元年第６回農業委員会総会議事録 

 

１．開催日時 令和元年６月２８日（金） 午後４時００分～ 

              

２．開催場所 宇土市役所 防災棟会議室 

 

３．出席委員（１２人） 

   農業委員 金田 起代子  中山 一一  谷山 次則  佃 正人  

田代 洋一  齊藤 英次  境  良一  本田 孝徳 

山本 賢一  太田 桂子  佐美三 守  堀  城 

   

４．欠席委員 無し 

 

５．議事録署名者指名  田代 洋一 議長 

  議事録署名委員   谷山 次則  佃 正人 

 

６．議 事 

 （１）議案 第２１号 農地法第３条の規定による許可申請審議について 

 （２）議案 第２２号 農地法第５条の規定による許可申請審議について 

 （３）議案 第２３号 農用地利用集積計画の同意について 

 

伊藤局長  皆さんこんにちは。本日はお忙しい中お集まりいただき，ありがとう

ございます。それでは定刻となりましたので令和元年第６回の通常

総会を開催いたします。 

      本日の，農業委員さんの出席者は１２名全員出席ということで，本日

の総会が成立したことをご報告いたします。 

      それでは，次第に沿って進めさせていただきます。開会にあたりまし

て，田代会長からご挨拶をお願いいたします。 

 

田代会長  こんにちは，皆さんお忙しい中に出席いただきましてありがとうござ

います。梅雨に入りまして水のないところはありませんか。私のとこ

ろも田植えの真っ最中で，４日しましたけれどもあと５日ぐらいかか

る予定です。天気もですね雨がひどいかと思ったら，日差しが強くて

こんなに焼けてしましました。皆さんのところも大変だとは思います

が，今日はスムーズな審議をお願いしまして，私のあいさつに代えさ



せていただきます。 

 

伊藤局長  ありがとうございました。次に議長選出になっておりますが，宇土市

農業委員会会議規則第５条により，田代会長に議長をお願いいたしま

す。 

 

田代議長  それでは，本日の議長を務めさせていただきます。まず，議事録署名

委員の指名ですが，議長において指名するということでよろしいでし

ょうか。 

 

全委員   異議なし。 

 

田代議長  それでは，谷山委員さんと佃委員さんにお願いします。 

      それでは，ただいまより議案審議を行います。 

      まず，申請書の確認委員より申請内容について説明をお願いして，後

から事務局の補足説明の上，可否の判断をしていただくということに

なっています。確認委員さんには説明をお願いいたします。 

      それでは，今月の議案審議をお願いします。 

      議案第２１号，「農地法第３条の規定による農地所有権移転等の許可

申請に対する審議について」を議題といたします。 

       

田代議長  それでは，申請番号１番について確認委員は中山委員さんですので説

明をお願いします。 

 

中山委員  申請番号１番について説明します。譲受人，譲渡人，土地の所在地は

議案書記載のとおりです。登記田，現況田，登記面積７６０㎡，耕作

面積２６，２５５㎡，申請面積は７６０㎡です。貸借形態は所有権（有

償）です。譲受理由規模拡大，譲渡理由経営縮小，家族は３人，権利

の種類は売買です。よろしくお願いします。 

 

田代議長  はい，委員さんの説明は終わりました。事務局から補足説明がありま

したらお願いします。 

 

事務局   はい，１番について補足説明をさせていただきます。申請地までの通

作距離は約１００ｍで，農業経験年数は５５年，農機具も所有し，主

たる作物は米・トマト・豆になります。以上です。 



 

田代議長  事務局の補足説明は終わりました。申請番号１番について，委員さん

方のご意見はありますか。 

 

全委員   異議なし。 

 

田代議長  異議なしということですので，１番については承認をいたします。申

請番号２番と３番については関連する案件ですので，一括して審議を

行います。確認委員は中山委員さんですので説明をお願いします。 

 

中山委員  ２番・３番について説明申し上げます。譲受人，譲渡人，土地の所在

地は記載のとおりです。登記田，現況田，登記面積１３０㎡，耕作面

積４，８３２㎡，申請面積１３０㎡，貸借形態は所有権（有償）です。

譲受理由規模拡大，譲渡理由経営縮小，家族１人，権利の種類は売買

です。３番，譲受人，譲渡人，土地の所在地は記載のとおりです。登

記田，現況田，登記面積９１㎡，耕作面積４，８３２㎡，申請面積９

１㎡，貸借形態は所有権（有償）です。譲受理由規模拡大，譲渡理由

経営縮小，家族１人，権利の種類は売買です。よろしくお願いします。 

 

田代議長  はい，確認委員さんの説明は終わりました。事務局より補足説明があ

りましたらお願いします。 

 

事務局   はい，２番と３番について譲受人が同一であり，関連するため一括し

て補足説明させていただきます。申請地は隣接地であり，通作距離は

約１．８キロで，農業経験年数５０年，農機具も所有し，主たる作物

は，米・トマトになります。以上です。 

 

田代議長  事務局の説明は終わりました。申請番号２番と３番について，委員さ

ん方のご意見はありませんか。 

 

全委員   異議なし。 

 

田代議長  異議なしということですので２番と３番については承認いたします。 

      申請番号４番・５番・６番・７番については関連する案件ですので，

一括して審議を行います。確認委員は金田委員さんですので説明をお

願いします。 



金田委員  はい，申請番号４番から説明いたします。譲受人，譲渡人，土地の所

在地は議案書記載のとおりです。登記田，現況田，登記面積４筆合計

の１，３２１㎡，耕作面積は０，申請面積は１，３２１㎡，貸借形態

は所有権（有償）です。譲受理由は農家創設，譲渡理由が経営縮小，

家族２人，権利の種類は売買です。５番から７番につきましてまとめ

て説明いたします。譲受人，譲渡人，土地の所在地は議案書記載のと

おりです。登記田，現況田，登記面積は３筆合計の１，９２７㎡，耕

作面積は０，申請面積は１，９２７㎡，貸借形態は所有権（無償）で

す。譲受理由は農家創設，譲渡理由経営縮小，家族２人，権利の種類

は贈与です。よろしくお願いします。 

 

田代議長  はい，確認委員さんの説明は終わりました。事務局より補足説明があ

りましたらお願いします。 

 

事務局   はい，補足説明をさせていただきます。申請番号４番から７番につき

ましては譲受人が同一であります。申請地までの通作距離は４番は約

４００ｍ，５番は約８００ｍ，６番は約３００ｍ，７番は約６００ｍ

となっております。この方は新規就農になります。農機具はリースで

確保し，主たる作物は米になります。以上です。 

 

田代議長  事務局の説明は終わりました。申請番号４番・５番・６番・７番につ

いて，委員さん方のご意見はありませんか。 

 

委員    よろしいですか。 

 

田代議長  どうぞ。 

 

委員    譲受理由に農家創設になっているが，ちょっと意味合いが創設となる

と物を作るといった意味合いになるので，理由がおかしいのではない

でしょうか。先ほど事務局から説明があったように新規就農といった

表現のほうがいいのではないでしょうか。 

 

事務局   新規就農といった表現が間違いないのですが，現在はシステム上農家

創設しか選択できないのでご理解をお願いしたい。 

 

田代議長  みなさんどうでしょうか。意味としては新規就農ですがシステム上こ



の表現しかできないということで同意願いませんでしょうか。 

 

委員    もう一つよろしいでしょうか。権利の種類が贈与となっているがこれ

は税金等の問題で贈与になっているのかと思いますが，新規就農は大

丈夫でしょうか。 

 

事務局   以前から売買は行われていたと思われる案件です。今回農地保有の条

件である３反をクリアしたため，申請に至ったのではないでしょうか。

また，本人は以前からの夢であった自分で作った米を食べたいという

ことで，採算は度外視されていると思われます。 

 

委員    わかりました。 

 

田代議長  他にご意見はありませんか。 

 

全委員   異議なし。 

 

田代議長  異議なしということですので４番・５番・６番・７番については承認

いたします。 

以上で議案第２１号については７件承認を得ましたので，許可書の

交付を行います。次に議案第２２号，「農地法第５条の規定による農地

転用の権利移転を伴う許可申請に対する審議について」を議題といた

します。 

      申請番号１番について，確認委員は山本委員さんですので，説明をお

願いします。 

 

山本委員  １番について説明いたします。譲受人，譲渡人，土地の所在地は議案

書記載のとおりです。登記畑，現況畑，登記面積が５００㎡，うち転

用面積５００㎡。権利の種類，所有権（有償）売買です。転用目的は

個人住宅１１１．１７㎡です。よろしくお願いします。 

 

田代議長  確認委員さんの説明は終わりました。事務局より補足説明がありまし

たらお願いします。 

 

事務局   はい，１番について補足説明します。地図は７ページです。申請人は

馬之瀬町に居住する個人で，現在借家住まいです。手狭になってきた



ため，住宅を建築する土地を探していたところ，申請地は小学校や宇

土市役所網津支所に近く，住宅地に適していると考え，今回の転用申

請となりました。申請地は，宇土市役所網津支所からおおむね３００

ｍ以内であり，第３種農地となります。以上です。 

 

田代議長  事務局の説明は終わりました。申請番号１番について，委員さん方の

ご意見はありませんか。 

 

全委員   異議なし。 

 

田代議長  異議なしということですので，１番については承認をいたします。 

      申請番号２番について説明委員は金田委員さんですので説明をお願

いします。 

 

金田委員  譲受人，譲渡人，土地の所在地は議案書記載のとおりです。登記面積

は３筆合計４，３０４㎡。権利の種類，賃借権の設定。転用目的は店

舗及び駐車場になります。よろしくお願いします。 

 

田代議長  委員さんの説明は終わりました。事務局より補足説明がありましたら

お願いします。 

 

事務局   はい，申請番号２番について補足説明させていただきます。地図は８

ページです。申請人は福岡市博多区に本店を置き，北段原町でドラッ

グストアを営む法人です。申請人は，既存店を訪れる顧客から「駐車

場が狭く，拡張して欲しい」との要望を受け，既存店の拡張を検討さ

れましたが，拡張する敷地がなく，今回の転用申請となりました。申

請地は，都市計画区域の用途地域であり，第３種農地となります。以

上です。 

 

田代議長  事務局の補足説明は終わりました。申請番号２番について，委員さん

方のご意見はありませんか。 

 

全委員   異議なし。 

 

田代議長  異議なしということですので，２番については承認をいたします。 

      申請番号３番について説明委員は金田委員さんですので説明をお願



いします。 

 

金田委員  申請番号３番について説明いたします。譲受人，譲渡人，土地の所在

地は議案書記載のとおりです。登記田，現況田，登記面積は３０９㎡，

うち転用面積は３０９㎡。権利の種類は所有権（有償）売買です。転

用目的は駐車場です。よろしくお願いします。 

 

田代議長  確認委員さんの説明は終わりました。事務局より補足説明がありまし

たらお願いします。 

 

事務局   はい，申請番号３番について補足説明させていただきます。地図は９

ページです。申請人は熊本市中央区に居住し，松原町で外国人向けの

日本語教育施設を営む個人です。今回新しく社屋を建設するにあたり，

その近隣で駐車場用地を探していたところ，申請地が新社屋の隣接地

であり，駐車場に適していると考え，今回の転用申請となりました。

申請地は，都市計画区域の用途地域であり，第３種農地となります。

以上です。 

 

田代議長  事務局の補足説明は終わりました。申請番号３番について，委員さん

方のご意見はありませんか。 

 

全委員   異議なし。 

 

田代議長  異議なしということですので，３番については承認をいたします。 

      申請番号４番について説明委員は金田委員さんですので説明をお願

いします。 

 

金田委員  申請番号４番について説明いたします。譲受人，譲渡人，土地の所在

地は議案書記載のとおりです。登記田，現況田，登記面積は１，８７

１㎡，うち転用面積１，８７１㎡。権利の種類所有権（有償）売買で

す。転用目的は貸家３５７．６０㎡です。よろしくお願いします。 

 

田代議長  確認委員さんの説明は終わりました。事務局より補足説明がありまし

たらお願いします。 

 

事務局   はい，申請番号４番について補足説明いたします。地図は１０ページ



です。次の申請番号５番と隣接しておりまして，同じ場所になります

が４番が面積が広いほうになります。申請人は北段原町で不動産業等

を営む法人であり，借家の建設用途を探していたところ，申請地が商

店，学校，病院等に近く適していると考え，今回の転用申請となりま

した。申請地は，都市計画区域の用途地域であり，第３種農地となり

ます。以上です。 

 

田代議長  事務局の補足説明は終わりました。申請番号４番について，委員さん

方のご意見はありませんか。 

 

全委員   異議なし。 

 

田代議長  異議なしということですので，４番については承認をいたします。 

      申請番号５番について確認委員は金田委員さんですので説明をお願

いします。 

 

金田委員  申請番号５番について説明いたします。譲受人，譲渡人，土地の所在

地は議案書記載のとおりです。登記田，現況田，登記面積２５０㎡，

うち転用面積２５０㎡。権利の種類は所有権（有償）売買です。転用

目的個人住宅７２．００㎡です。よろしくお願いします。 

 

田代議長  確認委員さんの説明は終わりました。事務局より補足説明がありまし

たらお願いします。 

 

事務局   はい，申請番号５番について補足説明させていただきます。地図は１

０ページです。面積が狭いほうが今回申請の５番になります。申請人

は北段原町に居住する個人であり，現在妻の実家に同居しています。

家族の成長に伴い手狭になったため，マイホームを建築する土地を探

していたところ申請地が通勤や買い物など住宅地に適していると考

え，今回の転用申請となりました。申請地は，都市計画区域の用途地

域であり，第３種農地となります。以上です。 

 

田代議長  事務局の補足説明は終わりました。申請番号５番について，委員さん

方のご意見はありませんか。 

 

全委員   異議なし。 



田代議長  異議なしということですので，５番については承認をいたします。 

      申請番号６番について確認委員は中山委員さんですので説明をお願

いします。 

 

中山委員  申請番号６番についてご説明申し上げます。譲受人，譲渡人，土地の

所在地は議案書記載のとおりです。登記田，現況畑，登記面積３１９

㎡，うち転用面積同じく３１９㎡。権利の種類は使用貸借権設定です。

転用目的は個人住宅８６．１２㎡です。よろしくお願いします。 

 

田代議長  確認委員さんの説明は終わりました。事務局より補足説明がありまし

たらお願いします。 

 

事務局   はい，申請番号６番について補足説明させていただきます。地図は１

１ページです。申請人は熊本市南区に居住する個人で現在借家住まい

です。家族が増えたため，住宅を建築する土地を探していたところ，

申請地は保育所や実家に近く適している考え，今回の転用申請となり

ました。申請地は，都市計画区域の用途地域であり，第３種農地とな

ります。以上です。 

 

田代議長  事務局の補足説明は終わりました。申請番号６番について，委員さん

方のご意見はありませんか。 

 

全委員   異議なし。 

 

田代議長  異議なしということですので，６番については承認をいたします。 

      申請番号７番について確認委員は中山委員さんですので説明をお願

いします。 

 

中山委員  申請番号７番についてご説明申し上げます。譲受人，譲渡人，土地の

所在地は議案書記載のとおりです。登記畑，現況畑，登記面積４９９

㎡，転用面積同じく４９９㎡。権利の種類は所有権（無償）贈与です。

転用目的は個人住宅６２．９３㎡です。よろしくお願いします。 

 

田代議長  確認委員さんの説明は終わりました。事務局より補足説明がありまし

たらお願いします。 

 



事務局   はい，申請番号７番について補足説明させていただきます。地図は１

２ページです。申請人は現在松山町に居住する個人で借家住まいです。

家族が増えたこと，また将来家族の介護をすることを念頭に，住宅を

建築する土地を探していたところ，申請地は実家の隣接地であり，ま

た，保育所や小学校に近く適している考え，今回の転用申請となりま

した。申請地は，都市計画区域の用途地域であり，第３種農地となり

ます。以上です。 

 

田代議長  事務局の補足説明は終わりました。申請番号７番について，委員さん

方のご意見はありませんか。 

 

全委員   異議なし。 

 

田代議長  異議なしということですので，７番については承認をいたします。 

      以上で，議案第２２号については７件承認を得ましたので，申請番号

１番及び３番から７番について許可書を交付し，申請番号２番につい

ては，面積が３，０００㎡を超えていますので「県の常設審議委員会」

に諮問をします。 

      次に議案第２３号，「農用地利用集積計画の同意について」を議題と

いたします。事務局より説明をお願いします。 

 

事務局   はい，説明いたします。資料の１５ページをお開きください。番号３

６番，借り手，貸し手，物件の所在は議案書記載のとおりです。地目

は２筆とも田，合計面積３，０４５㎡，令和元年６月２８日から令和

６年６月２７日までの５年間の賃借権の設定となっており，借賃は１

０アール当たり４０，０００円となっております。番号３７番，借り

手，貸し手，物件の所在は議案書記載のとおりです。地目田，面積４，

０４３㎡で，令和元年７月１日から令和６年６月３０日までの５年間

の賃借権の設定となり借賃は１０アール当たり２０，０００円となっ

ております。番号３８番，借り手，貸し手，物件の所在は議案書記載

のとおりです。地目田，面積１，３０６㎡で令和元年６月２８日から

令和１１年６月２７日までの１０年間の賃借権の再設定となってお

り，借賃は１筆当たり６０，００円となっております。番号３９番，

借り手，貸し手，物件の所在は議案書記載のとおりです。地目田，面

積８３０㎡，令和元年８月１日から令和１１年７月３１日までの１０

年間の賃借権の設定となっております。借賃は１０ａ当たり１０，０



００円となっております。次に１６ページをお開きください。こちら

が利用権設定等の状況一覧表となっております。続きまして１７ペー

ジをお開き下さい。こちらのページ左側が今月の農用地利用権設定と

所有権移転の面積となっております。合計だけを読み上げますと，利

用権の設定が９，２２４㎡行われています。そして右側が１月からの

累計となります。合計だけ読み上げますと利用権設定が１１８，４１

５㎡，所有権の移転が１７，０７６㎡となっております。以上です。 

 

田代議長  事務局の説明は終わりました。委員さん方のご意見はありませんか。 

       

全委員   異議なし。 

 

田代議長  異議なしとのことで議案第２３号については決定をいたします。次に

報告第６号，「農地法第１８条第６項の規定による農地の賃貸借等の

合意解約の報告について」事務局より報告をお願いします。 

 

事務局   報告いたします。番号１番，解約農地は議案書記載の通りで，地目田，

面積２，１８９㎡です。賃貸人，賃借人は議案書記載の通りで，平成

３１年２月７日付，借り手の変更のための解約となっております。番

号２番，解約農地は議案書記載の通りで，地目は畑と田，合計面積１，

４６３㎡です。賃貸人，賃借人は議案書記載の通りです。平成３１年

３月１日付，借り手の変更のための解約となっております。番号３番，

解約農地は議案書記載の通りです。地目田，面積４６９㎡です。賃貸

人，賃借人は議案書記載の通りです。平成３１年３月３１日付，借り

手の変更のための解約となります。番号４番，解約農地は議案書記載

の通りです。地目２筆とも畑，合計面積１，０１６㎡です。賃貸人，

賃借人は議案書記載の通りで，平成３１年３月１日付，借り手の変更

のための解約となります。番号５番，解約農地は議案書記載の通りで，

地目田，面積４３０㎡。賃貸人，賃借人は議案書記載の通りで，平成

３１年３月１日付，借り手の変更のための解約となります。番号６番，

解約農地は議案書記載の通りで，地目２筆とも田，合計面積４７０㎡

です。賃貸人，賃借人は議案書記載の通りで，平成３１年３月１日付，

双方の合意により解約となります。番号７番，解約農地は議案書記載

の通りです。地目畑，面積６６５㎡です。賃貸人，賃借人は議案書記

載の通りで，平成３１年３月１日付，借り手の変更のための解約とな

っております。番号８番，解約農地は議案書記載の通りです。地目畑，



面積３７８㎡で，賃貸人，賃借人は議案書記載の通りで，令和元年５

月２８日付，農地法第５条許可申請のための解約となっております。

以上です。 

 

田代議長  以上で報告第６号につきましては事務局の報告を終わります。次に，

報告第７号「農地の許可不要転用届の報告について」を議題とします。

それでは事務局から報告をお願いします。 

 

事務局   ご報告します。番号１番，届出農地，転用者，届出理由，所有者は議

案書記載の通りです。農地面積８２２㎡のうち１９５㎡を自己の農業

用倉庫に転用するものです。これは農地法施行規則第２９条第１項第

１号において，自己所有地に設ける２００㎡未満の農業用施設につい

ては，農地法第４条及び第５条の許可が不要とされていますのでご報

告いたします。以上です。 

 

田代議長  以上で報告第７号につきましては事務局の報告を終わります。 

  以上で予定しておりました案件はすべて承認いたしました。その他，

事務局から連絡事項などありましたらお願いします。 

 

事務局   事務局からはありません。 

 

佐美三副会長 以上で第６回農業委員会総会を閉会します。お疲れ様でした。 

 

            議    長   田代 洋一    印 

 

議事録署名人   谷山 次則    印 

 

議事録署名人   佃  正人    印 


